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各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部（局）長 殿

日頃は環境行政の推進に御協力いただきありがとうございます。
今般、環境省では、移動式がれき類等破砕施設に係る法第15条第１項又は第15条の２の６第１項の
許可
の申請に対する、法第15条の２第１項第１号（法第15条の２の６第２項において準用する場合を含
む。）
に規定する技術上の基準等についての審査方法及び生活環境影響調査の実施方法に関する考え方
を、別添
のとおり取りまとめましたので送付します。
なお、通知文については後日送付いたしますが、別紙「移動式がれき類等破砕施設に係る考え方等
について」
は貴都道府県・政令市にて印刷頂ければ幸いです。
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